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 研究要旨 

我が国では、要請資料（食品添加物の指定や使用基準改正の要請に際し、要請

者が有効性、安全性等に関する資料を添えた要請書）を作成して消費者庁へ提出

することになっている（「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整

備に関する法律」（令和 5 年法律第 36 号）附則第 2 条により、提出先が、それ

までの厚生労働省から消費者庁へ変更となった）。厚生労働省は、2014 年に要請

者が容易にかつ的確に要請資料を作成できるように、「食品添加物の指定及び使

用基準改正要請資料作成に関する手引（以下「手引」という。）」を通知し、要請

資料の作成等の支援に寄与する組織として、食品添加物指定等相談センター

（FADCC）を設立した。現在、2014 年の取組みにより食品添加物の指定手続きは

円滑に行われているが、内閣府食品安全委員会の「添加物に関する食品健康影響

評価指針」が改訂されたこと、国内外での手続きの差異等を踏まえた記載内容へ

の手引の更新が必要との指摘があること、日 EU 経済連携協定等の貿易協定の締

結により食品添加物の指定等の要望が増大していること、欧州において食品添

加物等のリスク評価の透明性向上の取組が進められていることなどから、我が

国の指定手続きの更なる最適化を進めることが急務となっている。そこで、本研

究では、我が国における食品添加物の指定等に関する要請資料作成の実態及び

国際的なリスクアナリシスの動向を踏まえ、手引及びその英語版の改正案を作

成することで、更なる食品添加物指定等手続きの公平性と透明性を深化させ、国

内外における信頼性を向上させることを目的としている。本年度（令和 6年度）

は、「FADCC における相談業務の透明化に資する資料作成」及び「国内の申請手

続きの整理」に加え、「手引の改正案の作成」を行った。 

まず、我が国における食品添加物の指定等要請の手続きや要請資料作成過程

の透明性を高めることを目的に、「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料

作成に関する手引」の解説資料として、概要書作成に関する基本的な留意点や成 
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分規格案作成の手順をまとめた「手引注解」のうち、「栄養成分関連添加物」、「酵

素」、「香料」及び「加工助剤と母乳代替食品用添加物について」の作成を進める

とともに、昨年度作成した手引注解の更新を行った。また、最近の相談業務の実

態を踏まえ、FADCC のホームページの更新を行った。次に、国内の申請手続きと

して、我が国の摂取量推計の動向を調査するために、最近の評価書を確認したと

ころ、評価に活用されている資料と摂取量を計算するためのオンラインツール等

の提供状況が明らかとなった。また、食品添加物の試験法に採用する分析法の正

当性を判断するものが、これまで公開されていないことから、試験法に設定する

分析法に求められる許容誤差等の評価に関する情報を提供することを目的に、

「食品添加物の成分規格試験に用いる分析法についての留意事項（案）」の作成

を進め完成させた。さらに、要請資料に含まれる概要書が内閣府食品安全委員会

の評価書や消費者庁の食品衛生基準審議会添加物部会の部会資料作成時の基礎

資料となることを踏まえ、これまで以上に利活用が容易にするための変更を行っ

た。また、諸外国においては「要請資料に記載するべき内容」と「必要であれば

書くことができる内容」が、我が国よりも明確に書き分けられていたことから、

「要請資料に記載するべき内容」について、明確に表現することとした。以上の

点を含む修正事項を反映する形で、最終的に、「食品添加物の指定及び使用基準

改正要請資料作成に関する手引」の改正案を完成させた。 

本研究の成果物である「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関

する手引」の改正案は、消費者庁の担当官へ提出され、令和 7 年 3 月 24 日付け

の「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の一部改正

について（消食基第 209 号）の通知に使用された。また、「食品添加物の指定及

び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の改正案の英語版案も計画通り完成

できており、本研究の目標は達成できた。本研究において、協力研究者である

FADCC の相談員への聞き取り等を行うことや食品添加物の指定及び使用基準改正

に関する要請資料作成に関連する諸外国の動向に関する調査を行うことで、国内

外及び周辺環境の詳細な実態を把握し、その結果を反映させてあることから、「食

品添加物の成分規格試験に用いる分析法についての留意事項（案）」等の成果物

についても食品衛生基準行政の施策に活用されることが期待できる。また、FADCC

における要請資料作成工程を可視化させたことで、我が国の食品添加物の指定等

手続きの透明性を高め、食品安全行政における取組みの整合性や公平性を確保

し、国内外における信頼性を向上させることが期待できる。 
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本研究総括報告書は、分担研究報告

書から選択した研究内容を、原文に忠

実に抽出するとともに再構成するこ

とによって作成されている。よって、

詳細は各分担報告書によりご確認い

ただきたい。 

 

A．研究目的 

我が国では、食品添加物の指定や使

用基準改正の要請に際し、要請者が有

効性、安全性等に関する資料を添えた

要請書（以下「要請資料」という。）を

作成して消費者庁へ提出することに

なっている（「生活衛生等関係行政の

機能強化のための関係法律の整備に

関する法律」（令和 5 年法律第 36 号）

附則第 2条により、提出先が、それま

での厚生労働省から消費者庁へ変更

となった）。2014 年、当時の食品衛生

基準行政を担っていた厚生労働省は、

要請者が容易にかつ的確に要請資料

を作成できるように、「食品添加物の

指定及び使用基準改正要請資料作成

に関する手引（以下「手引 H26」とい

う。）」を通知するとともに、要請資料

の作成等の支援に寄与する組織とし

て、食品添加物指定等相談センター

（FADCC）を設立した。2014 年の取組

みにより現在まで食品添加物の指定

等手続きは円滑に行われている。 

しかし、以下の理由から、我が国の

指定手続きの更なる最適化を進める

ことが急務であった。 

・内閣府食品安全委員会の「添加物に

関する食品健康影響評価指針」が

2021 年 9 月に改訂されたこと 

・国内外での手続きの差異等を踏まえ

た記載内容へ、「手引 H26」の更新が

必要との指摘があること 

・欧州において食品添加物等のリスク

評価の透明性向上の取組みが進め
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られていること 

・日 EU・EPA 等の貿易協定の締結によ

り海外からの食品添加物の指定等

の要望が増大していること 

・「手引 H26」が通知されてから時間が

経っていること 

そこで、本研究は、我が国における

食品添加物の指定等に関する要請資

料作成の実態及び国際的なリスクア

ナリシスの動向を踏まえ、手引及びそ

の英語版の改正案を作成することで、

更なる食品添加物指定等手続きの公

平性と透明性を深化させ、国内外にお

ける信頼性を向上させることを目的

とした。 

本研究では、FADCC における相談業

務の透明化に資する資料の作成、我が

国の摂取量推計の動向調査及び「食品

添加物の成分規格試験に用いる分析

法についての留意事項（案）」の作成を

行ったうえで、本研究期間内に「食品

添加物の指定及び使用基準改正要請

資料作成に関する手引」の改正案と、

その英語版の改正案を完成させるこ

ととした。 

 

B．研究方法 

本研究は、我が国における食品添加

物の指定等に関する要請資料作成の

実態及び国際的なリスクアナリシス

の動向を踏まえ、本研究期間（3 年間）

終了までに、手引の改正案及びその英

語版の改正案を作成することを目指

し、3 年目の令和 6 年度は、以下の項

目について調査研究を行った。 

 

B-1. FADCC における相談業務の透明

化に資する資料作成 

B-1-1. 手引注解の作成及び更新 

手引注解の作成においては、平成 26

年に通知された手引、令和 3年以降に

改正された4種類の食品健康影響評価

指針、令和 4年に改正された厚労省指

針、国立医薬品食品衛生研究所食品添

加物部のホームページ上で公開され

ている「食品添加物の成分規格作成の

解説」、第 10 版食品添加物公定書等を

参考にした。 

4 種類の食品健康影響評価指針にお

いて、必要とされる資料等が異なり、

一般の添加物、栄養成分関連添加物、

酵素及び香料の 4 分類の添加物では、

概要書の記載の留意点が異なるため、

昨年度は、基本となる一般の添加物の

新規指定要請を主な対象とした下記

の手引注解を作成した。 

 

・全体的な注意  

・加工助剤と母乳代替食品用添加物の

取り扱いについて 

・Ⅰ-1. 添加物の概要（1） 

・Ⅰ-2. 添加物の概要（2） 

・Ⅱ．有効性 

・Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂取量 

・【別添】情報検索の案内（1） 

・【別添】食品健康影響評価の考え方 

・【別添】安全性試験を新たに実施する

場合の注意事項 

 

 今年度は、昨年（令和 5年）度に作

成した手引注解を元に、栄養成分関連

添加物、酵素及び香料に対応する手引
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注解を整備することとした。なお、昨

年度の計画では、一般の添加物の新規

指定及び規格基準改正についてそれ

ぞれの手引注解を作成することとし

ていたが、手引及び厚労省指針は食品

添加物の指定及び使用基準改正要請

を対象としていることから、対象を新

規指定と使用基準改正とし、さらに、

使用基準改正は変更点が一部である

ことから、両者を合わせることとした。 

 

B-1-2．相談業務の透明性の向上 

相談業務の実状に合わせ、Web サイ

ト及び資料の修正を行った。 

 

B-2. 国内の申請手続きの整理 

B-2-1. 我が国の摂取量推計の動向 

本研究の 1～2 年目の諸外国の食品

添加物の摂取量推計の動向を踏まえ

つつ、内閣府食品安全委員会の概要書

を分析することで、我が国で要請資料

に記載する摂取量推計で求められる

事項等についての情報の整理を行っ

た。 

 

B-2-2. 食品添加物の成分規格試験に

用いる分析法についての留意事項（案）

の完成 

食品添加物の成分規格試験を行う

とき及びその品質や安全性の確保を

目的とした試験を行うとき、目標とす

る精確さを満たした分析法を用いな

ければならないが、実際に用いる分析

法において留意するべき事項につい

て、本研究の 1年目に作成した「食品

添加物の成分規格試験に用いる分析

法についての留意事項（原案）」を基に

食品添加物業界及び専門家から意見

を募り、それらの意見のうち必要な点

を反映させることで完成を目指した。 

 

B-3. 手引の改正案の作成 

B-3-1. 「食品添加物の指定及び使用

基準改正要請資料作成に関する手引

（案）」の完成 

本研究の 1～2 年目に情報収集を行

った欧州の「フードチェーンにおける

EU のリスク評価の透明性及び持続可

能性に関する欧州議会及び理事会規

則 REGULATION(EU) 2019/1381」の施行

に伴う食品添加物の使用許可申請手

続きの変更点や国際標準化機構

（International Organization for 

Standardization; ISO）での規格の要

求事項の記載等を参考に、手引の改正

案の作成をすることとした。 

 

B-3-2. 手引改正案の英語版の完成 

手引H26の英語版でも用いた助動詞

の使い方を、継承することで要求事項

及び推奨事項が分かりやすい新たな

英語版の作成を完了することとした。 

 

C. 研究結果 

C-1. FADCC における相談業務の透明

化に資する資料作成 

C-1-1. 手引注解の作成及び更新 

栄養成分関連添加物、酵素、香料の

Ⅰ-1～Ⅳ及び「加工助剤と母乳代替食

品用添加物の取り扱いについて」を作

成するとともに、「加工助剤と母乳代

替食品用添加物の取り扱いについて」
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を削除し、昨年作成した手引注解の更

新を行った。 

 

C-1-1-1. 全体的な注意 

令和 6 年 4 月に、食品衛生行政が、

厚生労働省から消費者庁へ移管され

たことを受け、「全体的な注意」の記載

の見直しを行った。また、各種添加物

で概要書の構成が異なることが分か

るように、4 種類の概要書作成のため

の雛形である概要書テンプレート

（Word ファイル）を示した。なお、「引

用文献」については、昨年度に引き続

き「全体の注意」に含め、記載例を整

備した。 

 

C-1-1-2. 加工助剤と母乳代替食品用

添加物について 

昨年度に作成した「加工助剤と母乳

代替食品用添加物の取り扱いについ

て」を「加工助剤と母乳代替食品用添

加物について」に変更した。加工助剤

については、評価対象物質の推計摂取

量区分の具体例を加えた。また、概要

書の作成にあたって、加工助剤の手引

注解を参照するのではなく、「添加物

に関する食品健康影響評価指針 第３

章 加工助剤の食品健康影響評価の考

え方」を参照することとした。母乳代

替食品用添加物については、安全性、

幼若試験及びばく露評価で考慮する

点を示した。 

 

C-1-1-3. 添加物の概要 

概要書の「Ⅰ．添加物の概要」には、 

序 

１．名称及び用途 

２．起源又は発見の経緯 

３．国内外における使用状況 

４．国際機関等における安全性評価 

５．物理化学的性質 

６．使用基準案 

７．その他 

が含まれる。昨年度、一般の添加物

の手引注解として、「Ⅰ-1. 添加物の

概要（1）」で序～4を、「Ⅰ-2. 添加物

の概要（2）」で 5～7を扱った。今年度

も同じ構成とした。 

 

C-1-1-4．有効性 

有効性に関する知見については、

「１．食品添加物としての有効性及び

他の同種の添加物との効果の比較」、

「２．食品中での安定性」、「３．食品

中の主要な栄養成分に及ぼす影響」に

ついて記載する。4 種類の添加物に対

して異なる説明はないことから、1 つ

のファイルとした。なお、昨年度の内

容に加え、「一般的な留意点」、「有効性

に関する知見の例」への「食品衛生基

準審議会」等の追加や図の修正等を行

った。 

 

C-1-1-5．安全性及び一日摂取量 

4 分類の添加物では、記載内容が異

なることから一般の添加物を参考に、

栄養成分関連添加物、酵素及び香料の

ファイルを作成した。 

 

C-1-1-6．【別添】情報検索の案内（1） 

情報検索の案内（1）は、手引注解Ⅰ-

1 中に緑字で示した箇所に対応した情
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報検索等のリンク先や検索方法につ

いて案内した。4 分類の添加物につい

ての海外の規制に関する情報等を収

集し、昨年度の内容を更新した。4 分

類の添加物でスライドが共通な場合

もあるため、4 種類を 1 つのファイル

にまとめ、それぞれのスライドの右上

に、「一般」、「香料」、「酵素」、「栄養」

と記載し、どの添加物が該当するかを

示した。また、Acrobat のしおり機能

を使用すると、それぞれに関連するフ

ァイルのみを見られるように設定し、

「本スライドの使い方」を示した。 

 

C-1-1-7．【別添】情報検索の案内（2） 

情報検索の案内（2）では、手引注解

Ⅰ-2、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの情報検索等のリ

ンク先や検索方法について案内した。

情報検索の案内（2）では、一般の添加

物、栄養成分関連添加物、酵素、香料

の手引注解Ⅰ-2、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの情報

検索等のリンク先や検索方法につい

て案内している。情報検索の案内（1）

と同様、4 分類の添加物について 1 つ

のファイルにまとめた。 

 

C-1-1-8．【別添】食品健康影響評価の

考え方 

手引注解 Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂

取量の中で参照される「食品健康影響

評価の考え方」を別添として昨年度作

成した。今年度は、略語集の追加及び

記載整備を行った。 

 

C-1-1-9．【別添】安全性試験を新たに

実施する場合の注意事項 

手引注解 Ⅲ．安全性、Ⅳ．一日摂

取量の中で参照されている「安全性試

験を新たに実施する場合の注意事項」

を別添として昨年度作成した。今年度

は、略語集の追加及び記載整備を行っ

た。 

 

C-1-2．相談業務の透明性の向上 

C-1-2-1．ホームページの更新 

令和 4年度に作成した「指定等相談

の流れ」について、相談業務を踏まえ

て見直しを行い、ホームページを更新

した。 

これまで、【ステージゲート方式に

よる概要書案作成に関する相談の流

れについて】では、面談については、

ステージ1で相談者が希望する場合に

行うとしか記載がなかった。しかし、

多くの相談者は、食品添加物の指定等

要請の未経験者であり、チェックシー

ト1の内容を誤解している場合等があ

ったことから、まずは、チェックシー

ト1にとりあえず記入された時点での

面談を必須とした。また、ゲート 2に

おいて、チェックシート 2の全ての項

目が記入済となった時点で面談を行

うこととした。 

なお、概要書には、安定性試験や毒

性試験等、準備に時間の掛かる資料

（引用文献）が必要となる。そのため、

それらの資料については、「準備中」等

であればゲート 1は通過とし、チェッ

クシート2の提出までに準備すること

とした。また、チェックシート 2の確

認段階では文献の内容を確認しない

こととしているため、文献の提出は不
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要とした。 

 

C-1-2-2．相談申込書 

令和 4 年度に「相談申込書」を作成

し、指定要請等に該当するか否かの判

断のための3つの確認項目を設定した。

しかしながら、適切な対応がなされな

かった相談案件もあったことから、

「相談申込書」に「要請の事前点検書」

を添付し、相談申込書の送付の前に対

応を依頼することとした。 

 

C-1-2-3．手引注解 

手引注解は、作成したものからホー

ムページで公開し、必要に応じて更新

を行った。また、昨年度作成した全体

的な注意の英文版「Handbook for the 

Procedure General notes」について

も、「全体の注意」に合わせて修正し、

公開した。 

 

C-2．国内の申請手続きの整理 

C-2-1. 我が国の摂取量推計の動向 

本研究 1～2 年目に行った諸外国の

食品添加物の摂取量推計の動向を踏

まえつつ、内閣府食品安全委員会が公

表している評価書に記載されている

摂取量推計について情報の整理をす

ることで、我が国の現在の要請資料に

記載する摂取量推計結果の作成方法

を明確にすることとした。 

内閣府食品安全委員会が公表して

いる「添加物に関する食品健康影響評

価指針」を確認すると「第６ 食品健康

影響評価」の「２ ばく露評価」におい

て「使用対象食品の一日摂取量は、国

民健康・栄養調査の食品群別摂取量又

はその他の資料等により適切に推定

する。また、マーケットバスケット調

査や生産量統計を基にした調査など

信頼できる手法によって得られたデ

ータに基づく推定も採用が可能であ

る。」と書かれている。そこで、内閣府

食品安全委員会のホームページより

2021 年 10 月～2024 年 3 月までに、食

安委により評価結果が通知され、公開

された評価書を確認したところ、以下

の新規指定 5件、使用基準改正 4件が

通知されていた。記載の情報を確認し

た結果、以下のことが分かった。 

・国民健康・栄養調査については、厚

生労働省のホームページ上でデー

タが公開されており、FADCC のホー

ムページにもURLが掲載されている。

本調査で確認した評価書で引用さ

れている最も新しいデータが令和

元年であったが、これはコロナ禍の

影響で令和2年と令和3年は調査が

中止になり公表データが無いこと

が理由であった。令和 4 年と令和 5

年のデータは既に公表されており、

コロナ禍以前に毎年行っていた調

査が再開されていることから、今後

の概要書作成にあたっては、出来る

だけ新しいデータを確認すること

が必要であると考えられた。 

・生産量統計調査は厚生労働科学研究

費による成果であることから厚生

労働科学研究成果データベース等

よりデータを入手できるものと思

われるが、FADCC のホームページに

も入手方法の掲載が見つからなか
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った。特に海外からの要請者には分

かりにくいと思われた。 

・本調査で抽出した評価書の範囲では、

活用されているマーケットバスケ

ット調査結果は 2000 年までのもの

であった。現在、消費者庁のホーム

ページには 2000 年の調査結果は掲

載されているが、それよりも古い情

報は確認できなかった。 

・「その他の資料等」として「平成 22 

年度食品摂取頻度・摂取量調査の特

別集計業務報告書」が活用されてい

た。新たな「食品摂取頻度・摂取量

調査」は令和 2 年に行われているが

特別集計結果は、少し古い情報には

なるが、平成 22 年版が利用されて

いた。 

・内閣府食品安全委員会の評価書を確

認した限りにおいて、諸外国で提供

されているような摂取量を計算す

るためのオンラインツール等の提

供は確認できなかった。 

 

C-2-2. 食品添加物の成分規格試験に

用いる分析法についての留意事項（案）

の完成 

日本薬局方原案作成要領には，原案

を作成に関する細則がまとめられて

いる。書式、具体的な記載方法が解説

されており、同要領に従えば，完成度

の高い原案が作成されるようになっ

ている。また、成分規格の試験法に用

いる分析法が使用する意図に合致す

ること、分析法の誤差が原因で生じる

試験の判定の誤りの確率が許容でき

る程度であることを科学的に立証で

きるように、日本薬局方の参考情報に

分析法バリデーションが収載されて

いる。 

食品添加物の成分規格の設定にお

いても、日本薬局方の原案作成要領と

同様な考え方が取り入れられており，

「食品添加物の成分規格作成の解説」

（ https://www.nihs.go.jp/dfa/dfa_

jp/jsfa_explanation.html）が国立医

薬品食品衛生研究所食品添加物部の

ホームページ上で以前より公開され

ており、また、適宜更新が行われてい

る。したがって、書式、具体的な記載

方法については周知されていると考

えられる。一方、試験法に採用する分

析法の正当性を判断するものは、これ

まで公開されておらず、要請者は、試

験法に設定する分析法に求められる

許容誤差等の評価に関する情報が得

られていない状態であった。そこで、

本研究事業の1年目（令和4年度）に、

日本薬局方の参考情報の分析法バリ

デーションを参考に食品添加物の試

験法に用いる分析法の留意事項の原

案をまとめた。1 年目に作成した「食

品添加物の成分規格試験に用いる分

析法についての留意事項（案）」に対し

て食品添加物製造会社及び専門家か

らの意見収集を行ったところ、誤植修

正等の軽微な提案も含めて300件近い

意見を収集できた。 

指摘があった事項のうち妥当であ

ると判断できた点を反映する形で、最

終的に、「食品添加物の成分規格試験

に用いる分析法についての留意事項

（案）」を完成させた。 
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C-3. 手引の改正案の作成 

C-3-1. 「食品添加物の指定及び使用

基準改正要請資料作成に関する手引

（案）」の完成 

手引の改正案の作成にあたっては、

継続性の観点から、現在の手引の文言

を生かしながら作業を進めてきた。し

かし、要請資料が内閣府食品安全委員

会の評価書や消費者庁の食品衛生基

準審議会添加物部会の部会資料作成

時の基礎資料となることを踏まえ、評

価書及び部会資料の構成について情

報を整理して、これまで以上に利活用

が容易にすることを目的に、要請資料

の構成を大きく変更することにした。

また、諸外国においては「要請資料に

記載するべき内容」と「必要であれば

書くことができる内容」が、我が国よ

りも明確に書き分けられていたこと

から、「要請資料に記載するべき内容」

については、文末に「記載すること」

と明確に表現することとした。本研究

の 2年目（令和 5年度）の研究報告書

でまとめた今後の検討課題を基に、本

年度（令和 6 年度）において対処方針

を決めたが、その内容、対応及び具体

的な変更例を以下にまとめた。 

 

以上の点を含む修正事項を反映す

る形で、最終的に、「食品添加物の指定

及び使用基準改正要請資料作成に関

する手引」の改正案を完成させた。 

 

C-3-2. 手引改正案の英語版の完成 

手引H26においても英語版を作成す

る際の助動詞の使い方は、日本語の意

図から類推して、要求事項には

「shall」、推奨事項には「should」を

用いてきた。「食品添加物の指定及び

使用基準改正要請資料作成に関する

手引」改正案において、要求事項につ

いて「～すること」と記載することで

要求事項が分かりやすくなったこと

から、要求事項と推奨事項が日本語で

も明確となり、日本語版と英語版の齟

齬が起こりにくくなった。また、これ

までの「留意点」を廃止し、推奨事項

については「注記」に集めて記載する

こととしたが、「注記」は「NOTE」と訳

すこととした。 

以上の点を含む事項を踏まえつつ

作業を進め、最終的に、「食品添加物の

指定及び使用基準改正要請資料作成

に関する手引」の改正案の英語版を完

成させた。 

 

D.結論・考察 

本研究の成果物である「食品添加物

の指定及び使用基準改正要請資料作

成に関する手引」の改正案は、消費者

庁の担当官へ提出され、令和 7年 3月

24 日付けの「食品添加物の指定及び使

用基準改正要請資料作成に関する手

引」の一部改正について（消食基第 

209 号）の通知に使用された。また、

「食品添加物の指定及び使用基準改

正要請資料作成に関する手引」の改正

案の英語版案も計画通り完成できて

おり、本研究の目標は達成できた。 

 

また、我が国における食品添加物の

指定等要請の手続きの透明性を高め
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ることを目的として、手引注解をはじ

めとする情報発信のための資料を作

成し、ホームページに公開したことで、

指定等要請者が手引注解等を活用し、

着実に概要書作成を進められること

が期待される。 

さらに、本研究成果は諸外国が我が

国の食品添加物指定制度の理解を深

めるための情報としても有用である

と考えられる。2019 年 2 月 1 日に発効

された日EU経済連携協定における「衛

生植物検疫措置（SPS）に関する専門委

員会」の過去の会合において、我が国

の食品添加物の指定等の手続きが不

透明であるとして改善に向けた具体

的な取組を毎年求められてきたが、

2023 年の会合以降、そのような改善要

望を受けなくなった。 

 

E.健康危険情報 

該当なし 

 

F.研究発表 

1. 論文・総説発表 

1) 西沢元仁、窪崎敦隆：国立医薬品食

品衛生研究所 食品添加物等相談セン

ターについて（第 2 報）、国立医薬品

食品衛生研究所報告、142: 49-53 

(2024)  

2) 窪崎敦隆：日本で新しい食品添加

物を使うために必要なもの、月刊フー

ドケミカル、40(5): 25-29 (2024) 

 

3. 講演 

1) 日本で新しい食品添加物を使うた

めに必要なもの、2024 年 5 月 24 日、

東京ビックサイト、ifia JAPAN／日本

食品化学学会 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

該当なし 


